
大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

令和４年９月２９日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市規則第３０号 

大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則の一部を 

改正する規則 

大和市会計年度任用職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例施行規則（令和２年大和市

規則第１２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１号中「１，０４０」を「１，０７１」に改め、同表第２号中「１，１５７」を

「１，１９２」に改め、同表第３３号を削り、同表第３４号中「１，０４０」を「１，０７１」に

改め、同号を同表第３３号とし、同表第３５号中「１，０４０」を「１，０７１」に改め、同号を

同表第３４号とし、同表中第３６号を第３５号とし、第３７号から第５７号までを１号ずつ繰り上

げ、同表第５８号中「１，０４０」を「１，０７１」に改め、同号を同表第５７号とし、同表中第

５９号を第５８号とし、第６０号から第６４号までを１号ずつ繰り上げ、同表第６５号中「１，０４０」

を「１，０７１」に改め、同号を同表第６４号とし、同表中第６６号を第６５号とし、第６７号か

ら第７１号までを１号ずつ繰り上げ、同表第７２号中「１，０６０」を「１，０９０」に改め、同

号を同表第７１号とし、同表第７３号中「１，０４０」を「１，０７１」に改め、同号を同表第

７２号とし、同表中第７４号を第７３号とし、第７５号から第８０号までを１号ずつ繰り上げる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に対する報酬について適用し、同日前

までの勤務に対する報酬については、なお従前の例による。 


